
公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実施要領 

 

制 定 平成２３年９月１２日  

改 正 令和 ６年４月 １日  

 

（目的） 

第１条 この実施要領は、「公立大学法人和歌山県立医科大学医学振興会記念助成事業実

施要綱」（平成２３年９月１２日施行。以下「実施要綱」という。）第１５条の規定に

基づき、事業の適切な実施に必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成の対象） 

第２条 実施要綱第２条第１項第３号に規定する研究者とは、本学の大学院研究生とし

て入学した者又は博士研究員として登録した者とする。 

２ 実施要綱第２条第１項第３号に規定する臨床研修医とは、卒後２年目までの間研修

に従事する者（前期研修医という。）及び卒後３年目から５年目までの間研修に従事す

る者（後期研修医という。）とする。 

 

（助成審査委員会） 

第３条 実施要綱第５条に規定する助成審査委員会（以下「委員会」という。）は、次の

各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 地域・国際貢献推進本部長 

 (2) 学生部長 

(3) 事務局次長 １人 

(4) 学長が指名する者 ４人 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

４ 本条第１項第４号に掲げる者の任期は３年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が

生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員の任期満了後、後任者が決定するまでは、前任者がその職務を遂行する。 

６ 委員長は、理事長からの諮問の状況を勘案し、必要に応じて委員会を招集するもの

とする。 

７ 委員会は、諮問された助成対象事業の内容の適否及び助成金額を審議し、理事長に

答申するものとする。 

８ 委員会は、委員総数の過半数の出席で成立し、過半数で議決するものとする。 

９ やむを得ない理由により委員会に出席できない委員は、他の委員を代理人として表

決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席

したものとみなす。 

１０ 委員会の事務は、本学の事務局研究推進課が担当する。 

 



 

附 則 

１ この要領は、平成２３年９月１２日から施行し、平成２３年４月１日以降に実施す

る事業から適用するものとする。 

２ 平成２３年度に選任された委員の任期は、第３条第４項の規定に関わらず、平成

２４年３月３１日までとする。 

附 則 

この要領は、平成２５年８月２日から施行し、平成２５年４月１日以降に実施する

事業から適用するものとする。 

  附 則 

１ この要領は、平成２８年１２月２２日から施行する。 

２ この要領の施行後、最初に選任される委員の任期は、第３条第４項の規定に関わら

ず、平成３０年３月３１日までとする。 

附 則 

この要領は、平成２９年１２月１２日から施行し、平成３０年度医学振興会記念助

成事業から適用するものとする。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度医学振興会記念助成事業か

ら適用するものとする。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度医学振興会記念助成事業か

ら適用するものとする。 

 

 

 


